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自己株式の処分に関するお知らせ 

 

 当社は、平成１８年１２月１８日開催の取締役会において、自己株式の処分を下記のとおり行うことを

決議いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

1.処分の目的 

処分先である株式会社三井住友銀行に対して、将来的な取引関係も視野に入れ、安定株主確保のため

当社株式を譲渡します。 

 なお、当該自己株式の処分による収入金は、運転資金の一部として充当いたします。 

 

2.処分する株式の内容 

  (1)株 式 の 種 類：普通株式 

  (2)株 式 の 総 数：５２,０００株 

  (3)募集株式１株と引換えに払い込む金銭の額：１株につき金７１３円 

       (注) 上記算定額は、平成１８年１２月１５日の株式会社ジャスダック証券取引所における

当社普通株式の終値に０.９５を乗じたものであります。(円未満切上げ)としています。 

  (4)処 分価額の総額：金３７,０７６,０００円 

  (5)処分先および株式数：株式会社三井住友銀行  ５２, ０００株 

3.今後の見通し  

  (1)日程 

     平成１８年１２月１８日：当社取締役会決議 

     平成１８年１２月１９日：自己株式処分に関する取締役会決議公告 

     平成１９年 １月  ９日：払込期日(予定) 

  (2)今回の処分後の自己株式数     ３９７, ９３５株 

    (ただし、平成１８年１２月中に発生する単元未満株式の買取り分は見込んでおりません。) 

  (3)処分する株式の譲渡報告に関する事項 

    当社と処分先との間におきましては、株式の発行から２年以内に当該株式の全部または一部を譲渡 

    した場合にはただちに譲渡を受けた者の氏名および住所、譲渡株式数等の内容を当社に書面にて報 

    告することの確約を得る予定であります。 

以上 



4.処分先の概要 

商 号 株式会社三井住友銀行 

本 店 所 在 地 東京都千代田区有楽町一丁目 1 番 2 号 

代 表 者 の 氏 名 取締役会長 北山 禎介 

設 立 明治 9 年 7 月（三井銀行） 

資 本 金 の 額 6,650 億円 

発 効 済 株 式 総 数 101,630,000 株 

株 主 数 1 名 

大株主及びその所有割合 

(平成 18 年 3 月 31 日現在) 
株式会社三井住友フィナンシャルグループ （100.00%) 

事 業 内 容 

銀行業 

預金業務、貸出業務、商品有価証券売買業務、有価証券投資業

務、内国為替業務、外国為替業務、社債受託および登録業務、

金融先物取引等の受託業務、証券投資信託の窓口販売業務 他

経 常 収 益 平成 17 年 3 月期  22,879 億円 

  平成 16 年 3 月期  22,894 億円 

  平成 15 年 3 月期  23,224 億円 

当 社 と の 関 係   

資本関係 当社が保有している処分先の株式数：なし 

※株式会社三井住友フィナンシャルグループ株式を 72 株保有

  処分先が保有している当社の株式数：300,000 株 

人的関係 該当事項はありません。 

取引関係 取引銀行 

 

 


